回答
	質問項目
	質問内容
	回答

	募集要領
７ 企画提案書の提出
	正本、副本で区別を行う必要はあるか。
	区別の必要はない。

	仕様書
４ 委託業務の内容
（１）狭山茶スタンプラリー業務に係る企画・運営
	本項エ・オにある参加店舗や人数について、過去に同様業務の開催履歴があれば、実績をご教示いただきたい。また、エ・店舗については、県内で招致交渉のできる事業者数などがわかれば、その件数をご教示いただきたい。
	【昨年度参考】
チラシ掲載店舗：40店舗（チラシ掲載以外にもイベント参加あり）
人数：非公表

	
	スタンプラリー参加店舗40店舗以上（うち飲食店10店舗以上）の確保について、参加店舗の募集・調整は受託者主体で行う想定か、県からの紹介や協力依頼があるかをご教示ください。
	参加店舗の募集・調整は受託者主体で行う想定。県からの紹介も可能。

	
	来店者数や販売実績等の効果測定について、県として
想定しているKPI や報告フォーマットがあればご教
示ください。
	仕様書に記載しているもの以外のKPI、報告フォーマットはなし。

	
	景品総額の上限、県産品指定の有無、発送件数の想定
について条件があればご教示ください。また、景品内
容について、各商品の上限金額・点数等のご指定はご
ざいますでしょうか。
	条件、指定はなし。

	
	仕様書では40 店舗以上（うち飲食店10 店舗以上）と
ありますが、既存参加店舗の紹介・引継ぎはあります
でしょうか。それとも受託者側で新規開拓を前提とし
ていますでしょうか。
	既存参加店舗の紹介は可能。

	
	スタンプラリー参加者数「1,000人以上」について、参加者数の定義（例：登録者数、応募者数、実来店者数等）及び、達成状況の確認方法をご教示ください。
	企画により要相談。

	
	スタンプラリーの方式について、デジタル方式を採用
する場合、県として指定または過去に利用実績のある
システムやアプリ等はございますでしょうか。
また、景品の抽選参加について、県として想定してい
る条件(スタンプ3 個で抽選参加可能等)ございまし
たらご教示ください。
	県としての指定や実績のあるシステムやアプリはなし。
景品の抽選参加についても提案による。

	
	スタンプラリーの実施方式について、デジタル方式・紙方式のいずれも提案可能か、また、県として想定されている方式がある場合はご教示ください。
	デジタル方式、紙方式ともに可能。その他の方法も提案可能。

	仕様書
4委託業務の内容
（２）狭山茶レシピコンテストの企画・運営
	コンテストのチラシについて、県から提供された名簿に基づき送付するとあるが、想定している、サイズ・部数・送付先について、教えてほしい。
	サイズ・部数・送付先は委託業者と相談の上決める予定。
【昨年度参考】
・A3サイズ2つ折り3,000部
・送付先：120程度

	
	公式のInstagramやXは、コメント対応や投稿代行は対象外か。
	公式Instagramのコメント対応や投稿代行は対象内。なお、公式Xはない。

	
	アカウントの分析データは、ご共有頂けるか。
	SNSのアカウントの分析データはない。そのため、提供できるものはない。

	
	「材料費の委託事業費からの支払い業務」とあるが、支払対象はどこまか。
	支払いが生じたものすべて。

	
	景品について、こちらの現品代金は委託費用に含まれるか。
	景品代金は委託費用に含まれる。

	
	仕様書に「試作茶葉の送付」との記載がございますが、現時点で県側が想定されている配布先の件数や、提供予定の茶葉の数量など、具体的な規模感を教えていただけますでしょうか。茶葉は県支給か受託者調達か。
	茶葉の配布は提案企画による。

	
	レシピコンテストについて「材料費の委託事業費から
の支払い業務」とありますが、これは応募者が試作に
かかった材料費を実費精算・支給する想定でしょう
か。それとも、二次審査等で調理審査を行う場合に受
託者が用意する材料費のことを指しているのでしょ
うか。支給対象や支給限度額等の装置がございました
らご教示ください。
	企画によるが、全応募者の試作にかかった材料費の支払いは想定していない。支給対象や支給上限の装置はない。

	
	審査員は受託者側で選定予定でしょうか。
また、審査会場の手配は受託者業務に含まれますでし
ょうか。
	審査員、審査方法は提案による。
会場の手配は企画により要相談。県の施設でも対応可能。

	
	仕様書に「県から提供された名簿」、とありますがこちらの名簿は、調理専門学校・料理教室・高校等が記載されているのでしょうか。
	記載されています。

	
	応募レシピおよび写真等の著作権・利用権について、
応募規約上どのような整理を想定されていますでし
ょうか。
	応募レシピの著作権や利用権はすべて県に帰属する。

	
	受賞レシピの発信にあたり、写真・動画等の制作が想定業務に含まれるかもご教示ください。
	写真・動画等の制作も想定業務に含む。

	仕様書
４ 委託業務の内容
（３）「狭山茶特設サイト」の運営
	既存「狭山茶特設サイト」のCMS の種類、サーバー契
約状況、保守管理範囲、更新権限について教えて欲しい。GAなどの分析ツールを入れている場合は、そのツール名・バージョンなどを教えて欲しい。
	CMS：WordPress
分析ツール：Google Analytics
ホスティングサーバ：お名前.com
契約プラン：RSプラン
契約期間：1年ごとの自動更新

	
	既存サイトについて、デザイン改修やページ追加等の
UI 改善提案は可能でしょうか。また、改修範囲に制限
があればご教示ください。
	UI 改善提案不可。

	
	受託者が対応可能な範囲（情報更新、ページ追加、導線改善、デザイン改修等）を教えて欲しい。また、特設サイトの改修範囲は、情報更新中心か、それともページ追加・導線改善・一部デザイン改修まで可能でしょうか。
	委託業者対応可能範囲は、情報更新、ページ追加。動線改善やデザインの改修は不可。

	
	現時点での既存の「狭山茶特設サイト」の月間アクセ
ス数（PV/UU）について教えてほしい。
	非公表。

	
	サーバー使用料（7万円程度）の支払を含むは月額か、それとも期間中にかかる総額が7万か。契約期間内（契
約締結日〜令和9 年3 月上旬）の費用として受託者が
直接サーバー会社へ支払う想定でしょうか。
	期間中の総額で、委託費の限度額に含まれる。委託業者が直接支払う。

	
	既存「狭山茶特設サイト」の運営・更新にあたり、受託者に付与される権限の範囲を教えて欲しい。
	運営・更新にあたり必要な権限はすべて付与。

	
	サイト更新に必要な素材・情報（茶園情報、商品情報、写真、既存元データ等）は、県から提供いただける想定か。提供可能な範囲と、受託者側で新規撮影などが必要となる可能性について、前提があれば教えて欲しい。
	サイト更新に必要な素材は、委託業者に委ねる。要望があれば、県で保有している画像の提供は可能。新規撮影についても委託業者に委ねる。

	
	投稿は、受託者が投稿作業まで実施する想定か。
また、投稿回数「4回目安」について、フィード／リール／ストーリーズの内訳は決まっているか。
	投稿は委託業者が実施する。また、投稿回数の内訳に制限はない。

	
	受託者が対応する業務範囲（投稿企画、素材制作、投稿作業、原稿作成、コメント・DM対応、効果測定等）をご教示ください。あわせて、投稿時の確認フローについてもご教示ください。
	委託業務範囲は、投稿企画から効果測定までの一連の流れすべて。投稿時の確認フローは企画により要相談。

	仕様書
４ 委託業務の内容
（４）県公式Instagram「狭山茶を知ってもらい隊！」による事業PR
	県公式Instagram の投稿にあたり、受託者へ投稿権限
付与予定か、投稿フロー（県確認有無）をご教示くだ
さい。
	委託業者へ投稿権限付与予定。投稿フローは企画により要相談。

	
	県公式Instagram アカウントの現在のフォロワー数
についてご教示ください。
	県公式Instagramアカウント「狭山茶を知ってもらい隊！」
フォロワー数：1844人（2026.5.28時点）

	
	県が既存で運営しており本業務に活用できるアカウントは、「Instagram：狭山茶を知ってもらい隊！【埼玉県公式】 」のみか。また、上記アカウントの利用料等は本業務委託費用に含まれないと認識しているが、他のツールのアカウント開設や利用を検討する場合、アカウントの開設・利用料等はすべて、本業務受託費用に内包されるか。
	県が既存で運営しており本業務に活用できるSNSアカウントは「Instagram」のみ。また「狭山茶特設サイト」の運営も委託予定。利用料等、新規の開設も含めて、すべて委託費用に内包される。

	仕様書
４ 委託業務の内容
（５）広告配信による事業PR
	広告配信による事業PRについて、広告費は委託上限額内に含めて見積計上する想定か、また、県として重視するKPI（例：サイト流入、応募数、来店促進、認知拡大等）があればご教示ください。
	広告費は委託上限額内に内包。
県として重視するKPI：来店促進、認知拡大

	
	広告配信における「費用対効果が高い」の判断基準と
して、県が重視する指標（CPA、リーチ数、サイト流入
数、応募数等）があればご教示ください。
	特になし。

	
	委託期間について、公募ページには「契約締結日から令和8年3月12日まで」との記載があり、仕様書では「契約締結日から令和9年3月12日まで」と読めるため、記載内容に差異があるように見受けられます。正しい委託期間をご教示ください。
	令和9年3月12日まで。
お詫びして訂正いたします。

	その他
	令和7 年度に実施した際のスタンプラリーやコンテ
ストの実施内容、実数値、参加者数、広告成果などを
共有いただくことは可能でしょうか。
	【スタンプラリー】
実施内容：狭山茶を取り扱う茶専門店や食品販売店、カフェなど狭山茶を利用する店舗を巡るスタンプラリー
参加者数：500人程度
【レシピコンテスト】
実施内容：煎茶を使用したドリンクレシピを県の公式Instagramに所定の内容で投稿またはWEBフォームより募集。個人・団体、一般・学生、プロ・アマなどは不問。
応募数：82件

	
	委託料の支払方法について、募集要領では原則精算払いと理解しておりますが、業務期間中の概算払いまたは中間請求は可能でしょうか。可能な場合は、請求可能な時期・回数・条件をご教示ください。
	業務の円滑な遂行を図るために必要があると認める場合には、概算払いが可能。詳細は協議の上、対応。



